
免税店シンボルマーク使用申請の手引き 

 

○免税店（輸出物品販売場）の許可を得ている事業者の方 

ウェブページ、郵送にて、下記１～３を申請書提出先までご提出下さ

い（ウェブページでは入力していただきます）。申請の際には、輸出物

品販売場許可書の写しが必要です。 

 

＜提出資料＞ 

１．免税店シンボルマーク使用申請書（別記様式第１－１号） 

２．免税店一覧（別記様式１－２号） 

３．輸出物品販売場許可書の写し 

※輸出物品販売場許可書の紛失等により写しの添付が困難な場合 

には、事務局にご相談ください。 

 

＜申請方法＞ ※ウェブページでの申請が便利です。 

①ウェブページ 

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php 

にアクセスし、必要事項を記載して下さい。 

②郵便、持参 

別添２の別記様式第１－１号、第１－２号にご記入の上、輸出物

品販売場許可書の写しを添付して、免税店シンボルマーク申請事務

局宛にご提出下さい。 

 

○申請先：免税店シンボルマーク申請事務局 

（ウェブ）http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php 

（住所） 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤3-3-4 

 

○免税店（輸出物品販売場）の許可を得ていない方 

観光協会等の団体や事業者等が、免税店の普及活動を行うため、免税

店シンボルマークの目的に沿った使用を希望する場合には、個別にご相

談下さい。 

 

＜連絡先＞ 

免税店シンボルマーク申請事務局 

TEL 03-6759-9774 FAX03-5355-0888 

(平日10:00～18:00) 


